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田辺市農業委員会議事録 

平成２５年８月９日（金）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３６名 

1 番 峯  宏好  ２番 玉置 俊裕   ３番 山本 芳雄   ４番 浅井 洋司 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 船本 幸雄 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 田和 芳雄     

１３番 山下 繁一 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一  

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 小山 茂廣 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 原  さだ 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治   

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之            ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳  

          ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一   

             

欠席者      ２８番 上中 悠司  ３４番 中村 洋子  ３７番 峯園 五郎 

   

                     

事務局      局長 愛須 誠 農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  １６番 杉若陽一委員  １８番 坂本 一馬委員 

議    長   それでは定刻になりましたので開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げ

たいと思います。猛暑というより酷暑という非常に大変暑い中、今日、明

日がピークだろうという報道もされていますけども、片や１００ｍｍの雨

も東北の方で降っているという事で、聞くところによると京都では３８度

になるという報道もされているということで、大変不順な天候の中、また

体調管理も大変な中でございますけども、ご出席をいただきまして有難う

ございます。１２日の予定だったのですけども、お盆前という事で、皆さ

ん方何かとお忙しい事となるかと思いますので、繰上げをさせていただき

まして、本日９日という事で開催をさせていただきました。天候不順が当

たり前の年となりまして、東北のような雨は要らないわけでありますけど

も、台風もなかなか今まで通りの所では発生してくれないんで、インド洋

ばかり行っているような状態で、非常に異常気象が当たり前のような状況

になってございます。私自身も炎天下のミカンの摘果とか朝晩の灌水とか

で非常に今グロッキー気味でございますんで、ちょっと元気のないわけで

ございますんですけども、何かと皆さん御協力をいただきまして進めてま

いりたいと思います。選挙も終わりまして、国政も農業委員会や農地関係

の施策も若干でてくるようなニュアンスでございますけども、中々皆さん

具体的なものが出ておりませんけども、ここで皆さんに報告することはな

いわけですけども、農地の中間管理機構なども１千億以上投資をして作っ

ていくんだという事で、いわゆる農地銀行もどういう形でなってくるかと

いうことも我々に関係してくることもありますけども、またそういうこと
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が具体化してきましたらご相談申し上げたいとこのように思ってございま

す。 

         それでは早速でございますけれど、田辺市農業経営基盤強化の促進に関す

る基本的な構想による利用権の設定の申し出がございますので事務局の説

明をお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   農業振興課の尾崎です。それでは農業経営基盤強化の促進に関する基本的

な構想による利用権設定について報告させていただきます。１番、○○○

字○○○○、畑の４１６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○○、

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２５年９月１日から平成２８年８月３

１日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑の２，７００㎡、貸手は○

○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２万円持参

払い、期間は平成２５年９月１日から平成２７年８月３１日の更新です。

３番、○○○字○○○○、他１筆、畑の１，９２０㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、賃賃貸の梅、年間１万円口座払い、期

間は平成２５年９月１日から平成２６年８月３１日の更新です。４番、○

○○字○○○○、他７筆、畑の２，９７８㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２０万円持参払い、期間は平

成２５年９月１日から平成２８年８月３１日の更新です。５番、○○○字

○○○○、畑の６６０㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○

○○、賃貸借の梅、年間１万円口座払い、期間は平成２５年９月１日から

平成３０年８月３１日の更新です。６番、○○○字○○○○、畑の１，２

３６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日の更新です。７

番、○○○字○○○○、他１筆、畑の１，３９６㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２５年９月１

日から平成３１年８月３１日の新規です。８番、○○○字○○○○、他４

筆、畑の２，６２６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の野菜、期間は平成２５年９月１日から平成３０年８月３１

日の新規です。９番、○○○字○○○○、他２筆、畑の７６５㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借のキウイ、柿、野

菜、期間は平成２５年９月１日から平成２８年８月３１日、新規です。合

計９件、２４筆、全体で１４，６９７㎡、貸手８名、借手９名です。この

９件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい。有難うございます。○○○○の物件がございますので、まずは利用

権の設定８件、逐条審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   はい、○○番です。１番から３番、更新で、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。施設を含んだ賃料ということで、更新でもありますし、何ら

問題ないと思います。 

議    長   はい、６番。 
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○○番 委員   ○○番です。異議ありません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、８番 

○○番 委員   ○○番です。８番について異議ございません。 

議    長   はい、９番 

○○番 委員   ○○番です。９番について異議ございません。 

議    長   はい、以上８件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 それでは失礼します。 

（○○○○退席） 

○○○○     それでは、○○○○の案件でございますので、私のほうからよろしくお願

いします。逐条審議をよろしくお願いします。５番について。 

○○番 委員   ○○番です。更新でもあります。長い間預かっております。異議ございま

せん。 

○○○○     はい、５番について異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

○○○○     はい、それではそのようにさせていただきます。ありがとうございました。 

         （○○○○着席） 

議    長   ありがとうございました。それでは定例委員会に移りたいと思います。本

日の欠席委員さんは２８番上中悠司委員さん、３４番中村洋子委員さん、

３７番峯園五郎委員さん、本日の会議録署名委員に、１６番の杉若陽一委

員さん、１８番の坂本一馬委員さん、よろしくお願いをいたします。本日

の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号農地法第５

条申請について、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証

明願について、議案第４号農地の形状変更願について、議案第５号買受適

格証明願（農地法第３条）について、以上一括して上程させていただきま

す。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願

い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号、農地法第３条申請を説明させてい

ただきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に畑、面積は２，３３２㎡、他１０筆、合計面積９，５０２㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。２番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１６５㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、裁判所競売によ

る売買です。２ページをお願いします。３番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，９４４㎡、他３筆、合計面

積は５，８５２㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、贈与です。営農計画書が添付されておりまして梅、ミカンを作ら
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れるそうです。青年就農給付金関係です。４番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿が山林、現況は畑、面積は３９㎡、他３筆、合計面

積１，６９４㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、売買です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は４，４７０㎡です。譲渡人は、○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、あっせんによる売買です。６番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は休耕地、面積は４０２㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。３ペ

ージをお願いします。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は５２７㎡、他２筆、合計面積は１，１４９㎡です。

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。８番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１６

９㎡、他２５筆、合計面積３０，６２５㎡です。譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。９番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２６１㎡、他１０筆、合計

面積７，６０８㎡です。譲渡人は、○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、贈与です。営農計画書が添付されておりまして梅を作られるそ

うです。５ページをお願いします。１０番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１０２㎡、他４筆、合計面積１，

３４３㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に畑、面積は５３㎡、他１筆、合計面積３５８㎡です。譲渡人は、○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。先程の利用権をあ

わせて１，０００㎡です。営農計画書が添付されておりましてミカン、ユ

ズを作られるそうです。６ページをお願いします。１２番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕田、面積は２９０㎡、

他３筆、合計面積１，３６７㎡です。譲渡人は、○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、贈与です。営農計画書が添付されておりましてシ

キミを作られるそうです。１３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が田、現況は畑、面積は４３０㎡です。譲渡人は、○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。営農計画書が添付されてお

りまして野菜を作られるそうです。１４番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４２２㎡です。譲渡人は、○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。営農計画書が添付され

ておりまして野菜を作られるそうです。以上１４件について書類を審査し

たところ、全部耕作、常時従事、周辺農地への影響等、農地法第３条第２

項の許可できない要件には該当していませんので、許可の要件を充たして

いると判断いたします。ご審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

議    長   有難うございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番 

○○番 委員   はい、○○番です。本人が贈与していていただいたと報告ありましたので、

異議ございません。 
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議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番です。現状は家庭菜園のような状況でございました。譲受人

は土地取得資格がございますので問題ないものと思います。よって異議ご

ざいません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   はい、○○番です。３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   はい、○○番です。これは○○○○から○○○○さんに売買されたもので

す。以前は旧○○小学校の跡地でございます。何ら問題ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。これは以前にあっせんで成立した土地で異議はございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   はい、○○番です。６番については異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   はい、○○番です。○○○の○○○○さんは元々○○○の方でご両親が亡

くなられました。○○○○さんが隣の畑で譲り受けたという事で、異議ご

ざいません 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   はい、○○番です。８番については異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   はい、○○番です。９番については異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   はい、○○番です。１０番について異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   はい、○○番です。１１番について異議ありません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   はい、○○番です。譲渡人の○○○○氏の亡父は平成２０年に亡くなられ

てこの○○○の土地を相続しました。譲受人と譲渡人は親戚関係にあり、

今回休耕地として荒地になっておりますが、何とか有効利用して欲しいと

の観点から、贈与を受けて蔭地氏がシキミをつくる事になったそうです。

異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   はい、○○番です。○○番○○委員さんにかわってお答えします。１３番

１４番を過日調査したところ、異議なしとの解答を仰せ付かっております

ので、この２件についても異議ありません。 

○○番 委員   はい。 

議    長   はい、○○番委員どうぞ。 

○○番 委員   はい、○○番です。先程の２番の件につきまして異議はないのですが、譲

受人の住所地の委員が判断ということでございます。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１４件とも異議なしとのことです。そ

のように取り計らってよろしいでしょうか。 
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委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農地法

第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ７ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は休耕畑、面積は３

２４㎡、他２筆、合計面積５００㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅３棟２８７．６２㎡、

道路等２１２．３８㎡、合計面積５００㎡、着工日、工事期間は許可の日

より６ケ月以内、平成１５年２月１３日に農用地区域から除外しています。

隣接同意、水利同意は共にございます。始末書が添付されており、内容は、

私は、農業委員会の許可が必要であると知らずに当該地を整地し資材及び

重機置場として利用してしまいました。この事については誠に申し訳なく

思っております。今後、この様な事がないように厳重に注意致しますので

今回だけは、何卒寛大なる御配慮をお願いします。というものです。この

土地は住宅の密集する地域にある農地で、第２種農地です。２番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２１㎡、譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模

は地蔵尊ほこら８㎡、境内１３㎡、着工日、工事期間は許可の日より６ヶ

月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意、水利同意は共に不要でご

ざいます。この土地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）にあります

ので、第３種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に畑、面積は２７３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○です。使用目的及び規模は住宅８０．２５㎡、駐車場

等１９２．７５㎡、着工日、工事期間は許可の日より６ヶ月以内、平成２

０年５月３０日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意、

共に不要でございます。周辺が住宅地の小集団の農地で、第２種農地です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積

は３８４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は住宅５５．７９㎡、駐車場等３２８．２１㎡、合計面積

３８４㎡、着工日、工事期間は許可の日より５ケ月以内、平成２５年６月

１９日に農用地区域から除外しています。隣接同意はあり、水利同意は不

要です。周囲を山林と住宅地に取り囲まれた小集落の農地で、第２種農地

です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、

面積は２３９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は資材置場、着工日、工事期間は許可の日より４ケ月以

内、農用地の内外は用途外です。隣接同意はあり、水利同意は不要です。

始末書がありまして内容は、私事、この度農地法第５条の規定による許可

申請を提出いたしましたが、申請地は既に資材置場として使用しており、

許可を得ないまま転用いたしましたことを深くお詫びするとともに、再び

このようなことのないよう法を遵守することを誓約し、始末書を提出いた

します、というものです。周囲を山林と住宅地に取り囲まれた小集落の農
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地で、第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿、現況共に田、面積は２９８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場、着工日、工事期間は許

可の日より４ケ月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意はあり、水

利同意は不要です。始末書がありまして内容は、私事、この度農地法第５

条の規定による許可申請を提出いたしましたが、申請地は既に駐車場とし

て埋立てており、許可を得ないまま転用いたしましたことを深くお詫びす

るとともに、再びこのようなことのないよう法を遵守することを誓約し、

始末書を提出いたします、というものです。周囲を山林と住宅地に取り囲

まれた小集落の農地で、第２種農地です。以上６件につきまして、申請書、

添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件

に該当しておりません。農地法第５条申請以上６件ご審議の程よろしくお

願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番 

○○番 委員   ○○番です。今回は一班二班に分かれて調査してまいりました。私は７日

に愛須局長、松平さん、○○委員さんと私の４人で田辺地区を中心に回っ

てまいりました。１番の○○○の物件です。これは○○○○と○○○○の

間の道をおりた所でございまして、始末書があるように無許可で埋立てて

放置した状態で建設資材を置いていましたけども、非常に環境的にも荒れ

ている状態で手入れもされておりませんでしたので道路側の側溝も埋まっ

ていた状態なので、今回このようなことでよかったのではないかと思いま

す。分譲住宅３棟建築し排水は合併浄化槽から前の水路に流す予定なので

水路も整備でき良いことだと思います。何ら問題はございません。続きま

して２番の○○○のほこらの件です。これは、国道バイパス用地にあるほ

こらを移転してくる事でございます。○○○会館の奥まった所で農地と山

林の２筆になっており、排水は前の水路に流し、隣接地はすべて宅地でご

ざいますし、そこにほこらを建てて安置するという事で何ら問題はありま

せん。続きまして３番の○○○の物件ですけども、これはもう前々から出

ている○○中学校下の物件で周辺の殆どが宅地になり残り１区画だけが売

れ残っているという事で、何ら問題はありません。以上です。 

議    長   はい、続きまして４番。 

○○番 委員   ○○番です。私たちは昨日、事務局の２人と○○○の○○委員さんの４名

で現地調査にいきました。この○○○の物件は、現状は田で稲を植えてい

ました。東側が段々の田で西側は市道で岸には排水溝があり、南側は里道

であり、排水溝があり同意書もあり何ら問題ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番、６番は私の方から説明します。５番は先程始末書の説

明がありましたように既に埋立てられていました。現場は市道の真下で進

入口は市道の高さで１ｍ埋め低い所は５０ｃｍという事で、下には水路が

ありますし排水の問題もありませんし、隣接の同意もあります。５番につ
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いては異議ありません。６番も始末書付で既に出来上がっていました。盛

土は８０ｃｍ、周りは殆どが管理休耕田です。排水は自然浸透及び水路へ

入れるという事で同意書もありますし６番については異議ありません。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。現地調査の委員さんのとおり始末書もありますし、何年も前

から何とかしてくれたらなあという土地でございます。異議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。現地調査の委員さんのとおりで、異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番６番については、無許可で埋め立てられておるという事

は事実です。この埋め立てによって隣地農地への影響は殆どないものと思

われます。よって、異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請６件共異議なしとの事でございますの

で、そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農地法第

２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお願い申

し上げます。 

小倉  係長   ９ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願です。１番、土地の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿

が田、現況は宅地、面積は７５３㎡、申請人は、○○○、○○○○、申請

理由につきましては、申請地は昭和の初めに家を建て宅地として居住し、

手続きをせずに現在までそのままにしていたということです。２番、土地

の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は原野、１１７㎡、

他４筆、合計面積５２５・３㎡です。申請人は、○○○、○○○○、○○

○、○○○○、○○○、○○○○、○○○○、申請理由につきましては、

申請地は、○○○地内の３箇所、長年にわたり耕作されず原野の状態で現

在に至る。○○○は、○○○より１００ｍ上流、昭和５４年河川改修で残

った残地で、当時既に耕作されず現在に至る。○○○○・○○○○・○○

○○は、○○○○さん宅の裏手にあり傾斜地で、昭和４０年代から耕作さ

れてなく現在に至る。○○○は、○○○○さん宅の裏手で、元々は山林の

一部を分筆し墓地として予定されたようであるが、墓地・農地としても利

用されずに現在に至るということです。今まで、宅地や駐車場への転用は

ありますが、耕作放棄地は余りなかったケースです。農地法第２条の規定

による農地でない旨の証明願２件、ご審議の程よろしくお願い申し上げま

す。 
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議    長   はい、それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を賜りたいと思います。

１番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○○さんの理由ですが、○○○○さんの祖父が昭和の初

めに家を建築しました。現在○○○○さんの土地に家が建っていますが、

○○○○さんの土地と○○○○さんの土地の地番間違いに気付き、地目も

畑になっているので、今回の相続の時に地目を宅地にして、土地の名義も

交換して、正規に戻るという事です。場所については○○中学校から１５

０ｍ入った所で、最近火事があった所の近くです。現地調査の結果、正規

に戻すという事で何ら問題はないものと思います。よろしくお願いします。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○地内３ヵ所と書いていますけども、第１の現場は谷が

３面張りの工事での河川改修の残地で、次はそれより少し下にありますが

水とか隣接には全く問題ないものと思います。○○○○ですが少し離れた

民家の裏手にあり、急傾斜でとても農地とは思えない所です。周辺への影

響もないし、申請どおりだと思います。異議ありません。 

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。現地調査の委員さんのお話のとおりでございます。○○○○

さんが亡くなって２年経ちますが、その相続登記に絡んでの修正登記の段

階だと思います。何ら異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。先程、○○○○委員さんが報告したとおりでございます。７

月の終わり頃でしたか司法書士の方が現地確認したいと家に来られました。

私も大昔の事については良く分かりませんので地区の区長さん又は地域の

長老の方に同席してもらって、この５ヵ所について確認してまいりました。

○○○○委員さんのとおりです。異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明２件異議

なしとの事でございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地の形状変更願について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   １０ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土

地の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は８５

３㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土して、野菜畑

にしたいということです。着工日、工事期間は許可の日より７ヶ月以内、

隣接同意、水利同意共にございます。２番、土地の所在、○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４８９㎡、他１筆、合計面積９９

９㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土して、梅畑に

したいということです。着工日、工事期間は許可の日より７ヶ月以内、隣

接同意、水利同意共にございます。３番、土地の所在、○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況は登記簿、現況共に田、面積は７９８㎡です。申請人

は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土して、乾田にしたいということ
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です。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、隣接同意、水利同意共

にございます。農地の形状変更願以上３件ご審議の程よろしくお願い申し

上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見をお

願いします。１番 

○○番 委員   ○○番です。１番２番については、○○○○さんと○○○○さんの土地が

隣接しており、場所は○○○の○○○○の山手側１００ｍ付近になるんで

すけども、１番の現況は畑になっております、湿畑になるので盛土をして、

再度畑にしたいという事で、隣接地の東側は市道・水路、南側は宅地、西

側は２番の○○○○さんの田、北側は市道で、隣接同意あり、排水等は水

路に流します、水利同意あり何ら問題ありません。２番は、湿田で田も作

りにくいという事で荒れた状態でありますけども、５０ｃｍから７０ｃｍ

盛土して梅畑に改植したいという事で、隣接の東側は○○○○さん畑で、

南側は宅地、西側は畑です。隣接同意あり、水利同意あり何ら異議ござい

ません。3 番の現況は田になっており、場所につきましては○○○○より

北へ２００ｍ、湿田に盛土５０ｃｍして乾田にしたいという事で、東側は

畑、南側は道路、西側は田、北側は田で、隣接同意あり、水利同意あり、

排水等は水路へ流すという事で支障はないと思います。 

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。１番２番については、現地調査の委員さんの説明のとおり隣

接しております。ここは七夕水害や１２号台風で水没した農地なので、盛

土して改植したいという事でございます。１番２番について異議ございま

せん。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。現調の方が言われましたとおりです。この方は、田や畑と耕

作面積は多いし、直販所へも出している方で、湿田では野菜が出来にくい

という事で盛土をして乾田にするという事で、異議ありません。 

議    長   はい、議案第４号農地の形状変更願３件異議なしとの事でございます。そ

のように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのように取り計らいをさせていただきます。 

議    長   続きまして、議案第５号買受適格証明願（農地法第３条）について、事務

局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １１ページをお願いします。議案第５号買受的確証明願（農地法第３条）

です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は

畑、面積は２．９５㎡、他２筆、合計面積１１，０８９．９５㎡です。競

売に付される土地の所有者は、○○○○、申請人は、○○○、○○○○、

入札期間は平成２５年９月２７日から１０月４日です。営農計画書が添付

されていまして、梅を作られます。買受適格証明願（農地法第３条）１件、

ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、それでは１件、ご審議をお願い申し上げます。１番。 
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○○番 委員   この申請人は、○○○○さんの母親でございます。営農計画書も添付され

ていますが、この農地については、ずっとこの方が耕作しております。今

年も梅を収穫しておりますので、問題ないと思います。 

議    長   はい、議案第５号買受適格証明願（農地法第３条）１件異議なしとの事で

ございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのように取り計らいをさせていただきます。 

   続きまして、追加議案、議案②の上程をさせてもらってよろしいでしょう

か。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは、議案②の議案第１号農地法第３条申請について事務局の 

説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   議案②の１ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請です。１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑です。面

積は２８４㎡、他に４筆、合計面積５，０１７㎡です。譲渡人は、○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。営農計画書が添付され

ておりまして梅とミカンを作られるそうです。青年就農給付金の関係で贈

与を受けるそうです。以上１件について書類を審査したところ、全部耕作、

常時従事、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件

には該当していませんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。

ご審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

議    長   有難うございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番 

○○番 委員   はい、○○番です。○○○○さんが見えられまして、○○○○さんが亡く

なられまして、○○○○さんは８７歳と高齢で、○○○○さんへの農地の

贈与でございます。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１件異議なしとのことです。そのよう

に取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。 

議    長   それではその他の案件でございます。７月の県の農業会議に提出をいたし

ました５条３件につきましてすべて無事答申されましたことをご報告申し

上げます。また、暑い中大変ご苦労さんでございますけども、農地パトロ

ール月間という事で、農地パトロールが始まります。つきましては、事務

局のほうから説明を申し上げます。 

小倉  係長   農地パトロールの日程及び調査表の配布について説明。 

議    長   農地パトロールという事で、先般、紀伊民報にも連載をされておりました 

けども耕作放棄地をどうするのかということでいろんな地域の方の取組と 

か、状況等報告されておりました。今後、全国的に増えてくるということ

で、それについての対策ということで、冒頭のご挨拶でも申し上げました

ようにいろいろな施策が出てきますけども、やはり地元の耕作放棄地が、

どこにどれだけあるかという事を把握していくことが、大事なことになる
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かと思ってございますので、いろいろな件も含めてそのような運動もして

いただいておりますし、我々も本業ですのでそういうこともしていかなあ

かんということであります。非常に大変でございますけども、農地管理台

帳を整備していかなあかんということにもなってくるだろうと思います、

また、いろいろな国策に対して対処していかなならんとなっていきますん

で、非常に申し訳ございませんが暑い中またご協力よろしくお願い申し上

げたいと思います。 

○○番 委員   今まで農地パトロールをやってきて、耕作放棄地の持ち主さんに対して、 

行政の指導をして欲しい。  

議    長   回って自分の地域の耕作放棄地が確認されれば、地域の農業委員として自

分はどうするかということは考えていただきたいと思いますし、アプロー

チは地域の農業委員さんが、例えば売る気があるかないか、貸す気がある

かないか、そんな確認は地域の農業委員さんがやっていただきたいと思う

のが私の考えなんです。  

議    長   農地パトロールが終わった時点で、検討会みたいなものを農地部会も含め

てやってみる必要がある気はしています。けれども、我々農業委員会とし

てどのようにするかという考え方も、今後作っていかないといけないと思

います。それについて、我々と行政それに農協のすべての人達がタイアッ

プしていこうというのであれば、それを呼びかけをしながら解消に向かっ

ていくと、その時に国策も出てくれば、それと歩みよりも出来ないかとも

含めてやっていかないといかん、その一番の基礎になると思います。 

○○番 委員   昔、近所に迷惑がかかるから、地主さんに貸してあげてくれませんかと話

したことがあったんですけども、戻ってこなかったら悪いので貸さない、

作っていらないと言われた。放棄地はいつまでも放棄地になる。 

議    長   そういう事なんです。全国的にも村外農地というのか、相続で取得した方

が遠くに出られていると、管理は当然出来ない、貸したってといっても貸

さない、それが全国的に放棄地の半分の２０万ｈａくらいあるという事で、

今大きな問題になっているという事で、中間管理機構なり、国が買い上げ

るなり、貸してもらって再配分するという方法が出来ないものだろうかと

か、貸し借りの問題でも、一般の人が難しけりゃ株式会社や会社でも貸す

ことが出来ると法律も変わってきておりますし、いろんな方面で流動化し

て行こうという動きが出てきているという事なんです。他に耕作放棄地関

係について、皆さんご意見ございませんか。 

○○番  委員  私も、放棄地になりかかった土地で持ち主さんに話をしたところ、売って

もかまん、貸してもかまんと言って貰って、探したり頼んだりしてみたけ

ど、そこだったら要らないと言われた。きつい傾斜の畑は借り手がない。

農地でないとできたらなあと思います。 

議     長  解消の一つとして、再生不能な部分については農地性は外していくという

のも一つの方法でありだと思います。 

議     長  他にございませんか。ないようでございますので、農地パトロール、そう

いうのも含めまして、非常にご苦労さんではございますけどもよろしくお
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願いを申し上げたいと思いますし、軽四のトラックにもステッカーを毎日

貼ってくれていると思いますが、それも含めて、日頃からもよろしくお願

いしたいと思います。はい、それでは、お手元に先月の定例委員会で活発

なご意見をいただきましたので、そのことについて、局長の方から資料を

まとめさせてもらって作らせてもらっていますのでご報告させていただき

ます。 

愛須  局長   ７月定例会での意見、ご要望についてまとめた、｢定例会参考資料８月」に

ついて説明。 

議    長   ただ今の説明につきましてご意見ご質問ございませんか。いろんな制度等

も報告いただきましたので、この辺も、また見ていただきまして耕作放棄

地の解消に少しでもつながればという事でよろしくお願いしたいと思いま

す。それでは、他に皆様何かございませんか。それでは、長時間に渡りま

してご審議ありがとうございました。まだまだ暑くなりますので、熱中症

等ならないように気をつけていただきたいと思います。どうもありがとう

ございました。本日はこれで終わります。 
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